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厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－2 

 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

第３ 

財政検証 

 

平成25年3月31日以降の財政検証で、改正後の

財政運営基準に基づく財政計算を適用後の財政

検証において、当実務基準を適用すること。 

 

なお、前回改正後の財政運営基準とは、平成22年

1 月 15 日付通知『「代行保険料率の算定に関する

取扱いについて」等の一部改正について』（年発第

0115 第 1号）第3による改正後の財政運営基準を

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第５－５による、給付区分ごとに経理すること

により、資産を給付区分ごとに区分する場合（以

下、「給付区分特例」という。）であっても、

財政検証（継続基準・非継続基準・積立上限額）

は、給付区分ごとに行うのではなく、制度全体

で行うこと。 

 

 

ただし、第３－３－（3）－イ

については、平成 24 年 1 月

31日付通知『厚生年金基金の

財政運営について等の一部改

正及び特例的扱いについて』

（年発0131第2号）の発出日

以降の財政検証から適用す

る。 

 

 

 

 

第３－１－(1) 

認識の考え方 

※発生主義に関する考え方について 

・決算年度内に発生した事象により生じる収益・

費用については、実際の収入・支出の如何によ

らず当年度内に計上する。 

 

以下に、その原則的取扱いを例示する。財政検

証は以下の原則的取扱いにより各費用・収益が

設定されていることを前提として実施する。 

①収益（掛金） 

・当年度末月までの掛金を収益と認識する。 

 

②収益（政府負担金） 

・下記の給付費に計上した「年金給付」に対する

政府負担金を計上する。 

 

③費用（給付費） 

・年度内の脱退者については、受給資格の有無が

確認され、給付支払の義務が確実となった時点

で給付発生と見なし、費用と認識する。その際、

年度内に未払の額は未払給付費に計上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計上について例示） 

・受給資格を有することが明

らかな脱退者のうち、年度末

までに給付額が未裁定の者

について給付費を計上する



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－3 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

・なお、年金給付において、翌年の支払期月に該

当する支払対象月がある場合、該当月分の年金

額を費用と認識し、未払給付費に計上する。 

 

・年金支給開始日を超えた受給待期者の年金額に

ついては、原則として支払の如何によらず給付

費に計上する。この際、年度末時点で未払の額

については未払給付費に計上する。 

 

④費用（移換金） 

・基金脱退後、年度末までに当該脱退者の給付が

未払で、基金規約に基づき連合会移換者と推計

される場合は移換金に計上する。 

 

 

場合は、規約に基づき推計さ

れる給付額を計上する。 

 

 

＜年金受給者の取扱い＞ 

（例示）年6回払の場合 

・4月支払分の支払対象月は前

年度2、3月であるので4月

支払分の額を未払給付費に

計上する 

 

第３－２ 

資産の評価 

 

固定資産の財政運営上の評価額は時価とする。 

 

・積立上限額に係る財政検

証については、第４－３

により評価した財政計算

上の評価額とする。 

第３－３－(2)－イ 

算定基礎 

その他の基礎率 

「その他の基礎率」についても直前の財政計算に

おいて用いたものをそのまま使用すること。 

○その他の基礎率 

・ 給付の額の算定において、給付の再評価又は

額の改定を行う場合の、当該再評価及び額の

改定に用いる指標の予測。 

・ 予定一時金選択率 

・ 障害発生率 

・ その他財政計算に用いた基礎率 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－4 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

第３－３－(2)－ウ 

算定基礎 

 将来加入員の数及

び加入時の給与の額 

 

○直前の財政計算において用いた予定昇給指数

算定方法が第 4－4－(2)－ｵ 予定昇給指数（賞

与）の②原則的な取扱い２による場合は、「平

均標準給与の額」の「財政検証の基準日におけ

る実績」については次のとおり読替える。 

「財政検証の基準日における報酬標準給与月

額の実績に対して直前の財政計算で用いた

予定賞与率を考慮して算出した平均標準給

与の額」 

 

◯直前の財政計算において用いた算定方法が第 4

－4－(2)－ｶ 予定新規加入員にある「必要に応

じて合理的な方法により将来の加入員数や新規

加入員の賃金の変動を見込むこと」によってい

る場合で、直前の財政計算の基準日における加

入員数及び平均標準給与の額に対する割合とし

て見込んでいない場合は、記述内容にかかわら

ず、直前の財政計算において用いた算定方法の

趣旨が損なわれない見込み方によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例示） 

 

 新規加入員の賃金の変動を見込んだ場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4－4－(2)－カ参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予定された推移 

決算年度末で起きた乖離を以後も

引きずるイメージ 

決
算
年
度
末 

財
政
計
算
時 

賃金 

過不足の発生部分 

年度 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－5 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

すなわち、当初、 

   １年後   ２年後 

  Bx→(1+β)Bx→(1+β) (1+β)Bx→・・・

 

Bx……将来加入員の給与見込額 

β……計算上見込んだ賃金上昇の変動率

（ベア率） 

と見込んでいたものが、１年後実績値にずれが

生じ(1+β)Bxから(1+β’)Bxとなった場合、 
 

   １年後   ２年後 

   (1+β’)Bx→(1+β’) (1+β)Bx→・・・
 

として、新たなスタート値のみを置き換え、ず

れが生じた年度以降は、(1+β)で再度見込んで

いくイメージである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→β’は、全加入員の平均給

与の額の上昇分と一致させ

る方法の他、新規加入員の

賃金実績の上昇分を勘案し

て決定する方法等もありう

る。 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－6 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

第３－３－(2)－オ 

算定基礎 

 過去勤務債務の残

余償却期間 

 

◯弾力償却を行った場合 

当該年度決算における過去勤務債務の残余償

却年数は、前年度（設立時、変更時）の過去勤

務債務の残余償却年数から経過期間を控除し、

さらに、弾力償却を行ったことに伴い最長期に

対応する規約上特別掛金率（額）を適用したと

仮定した場合に比較し増加した掛金額に相当

する期間を控除して得た期間（以下「短縮した

残余償却年数」という。）とする。 

 

（例示） 

 

P(PSL) × B × a(n-t-△) + △P(PSL) 

＝ P(PSL) × B × a(n-t） 

 

ただし、 

 

P(PSL)  ：規約上特別掛金率（額）＝最長期に対

応する規約上特別掛金率（額） 

△P(PSL)：弾力償却を行ったことに伴い、最長期

に対応する規約上特別掛金率（額）を

適用したと仮定した場合に比較し増加

した掛金額 

B    ：基準日における給与の額（賞与標準給

与については、財政計算時の特別掛金

率算定と同様の取扱いとしたもの）あ

るいは加入員数 

a(x)    ：x年の確定年金現価率 

n       ：前年度予定償却年数 

t       ：当年度経過年数 

△      ：弾力償却を行ったことに伴い、最長期

に対応する規約上特別掛金率（額）を

適用したと仮定した場合に比較し増加

した掛金額に相当する期間 

n-t-△   ：短縮した残余償却年数＝当年度決算

時残余償却年数 

 

・弾力償却を行った場合、その弾力償却を行った

年度の翌年度における過去勤務債務の残余償

却年数は、最長期に対応する規約上特別掛金率

（額）をベースとした、弾力償却によって短縮

された年数となる。 

 

・当該年度において適用する

規約上特別掛金率（額）を従

前の率（額）から変更する場

合には、規約変更の認可申請

書を変更日の 1 ヶ月前まで

に提出する必要がある。 

 

 

 

 

・設立事業所ごとに異なる特

別掛金を設定して弾力償却

を行った場合においても、

「短縮した残余償却年数」

は、全設立事業所合算の「△

P(PSL)」に基づいて算定し、

制度全体（給付区分ごとに異

なる予定償却期間を設定し

ている場合は、当該給付区分

単位）で予定償却期間の短縮

を行うこととする。 

 

第３－３－(3)－ア 

数理債務 

 

 

 

 

 

  

数理債務＝基本プラスアルファ部分の総給付現 

      価 

－基本プラスアルファ部分の標準掛金 

収入現価 

     ＋基本プラスアルファ部分の特例掛金 

収入現価 

＋加算部分の総給付現価 

 

・左記の特例掛金収入現価は、

直前の財政計算において、

次回再計算までに発生する

積立不足の予想額を計上し

た場合に発生する。 

 

・代行部分の特例掛金収入現



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－7 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－加算部分の標準掛金収入現価 

＋加算部分の特例掛金収入現価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・標準掛金収入現価は、規約上の標準掛金と当該規

約上の標準掛金の基礎とした数理上の標準掛金

のいずれか小さいものを用いること。 

・ただし、数理上の標準掛金を千分率で切り上げて

規約上の標準掛金としている場合（基本プラス

アルファ部分について、万分率で切り上げて規

約上の標準掛金としている場合を含む）には、

規約上の標準掛金を用いることもできる。 

 

 

 

 

・基本プラスアルファ部分の総給付現価は、 

基本プラスアルファ部分の総給付現価 

   ＝基本部分全体の総給付現価 

－代行年金額から昭和60年改正法附則第

84 条第 3 項各号に定める額を控除した

額に係る給付現価 

－政府負担金現価 

として算出することに留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価がある場合は、左記に加

算すること。 

 

・ 基本プラスアルファ部分の

数理債務がマイナスとなる

ことは可。 

 

・制度全体の数理債務がマイ

ナスとなる場合は、制度全

体の数理債務＝0 とし、マ

イナスとなった数理債務に

相当する額を特例掛金等収

入現価として計上する。 

（ただし、掛金率算定上は

数理債務はマイナスのまま

取り扱い、また、実際に特

例掛金を徴収する必要はな

い。） 

 

 

 

 

・千分率未満を四捨五入した

結果、切り上げとなった場

合を含むことに留意する

こと。 

・基本プラスアルファ部分に

ついては、千分率で切り上

げて0.5とすることも含ま

れる。 

 

 

 

・「代行年金額」とは、法第

132条第2項に係るものを

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－8 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○基本プラスアルファ部分における簡便な算定方

法 

・独自給付部分の実績を把握することが困難である

など、合理的な評価が困難である場合、もしく

は独自給付の影響が軽微であると考えられる場

合には、数理債務に独自給付部分の評価を織り

込まないことを可とする。 

 

・基本プラスアルファ部分の数理債務額への影響が

軽微な場合は、簡便な方法を用いて算定するこ

とも可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○総報酬制に関する原則的な取扱い 

・総報酬制を導入している場合は、総報酬ベース

とする。 

 

 

 

 

 

 

・基本プラスアルファ部分の基準給与を総報酬ベ

ースとした基金にあっては、当該部分の給付現

価を基金規約ベースで算定する。 

 

・基本プラスアルファ部分の基準給与を標準報酬

ベースとし、合理的な補正を加えた取扱いも可

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（織り込む場合の例示） 

・ 最低積立基準額の算定で

用いる一定率（ｋ）を使

用して給付現価を補正 

 

 

（例示） 

○移換金給付見込み 

・全員が基金から老齢給付を

受給する前提で計算 

（移換現価率の予定利率

と基金の予定利率とに大

きな乖離がない場合） 

・連合会移換者の実績を勘案

し、全員が65歳支給開始で

あるものとして計算 

 
 

・総報酬ベースとは、厚生年

金保険本体と同様に、基準

給与に賞与標準給与を織

り込んだものとすること

をいう。（この場合、平成

15年4月以降計算基準日ま

での期間の賞与標準給与

は実績値を使用する） 

 

・基金規約ベースとは、基準

給与を基金規約に基づくも

のとすることをいう。 

 

・標準報酬ベースとは、基準

給与を報酬標準給与月額と

することをいう。 

 

（合理的な補正の例示） 

・総報酬ベースに変更した時

に、基本部分の上乗せ乗率

を給付現価が等価となる水

準に変更した基金にあって

は、当該変更前の基本上乗

せ乗率を使用して算定した

基本プラスアルファ部分の

給付額。又は、賞与標準給

与が報酬標準給与月額の年

間累計の一定割合であるこ

とを前提として補正した給

付額等。 

なお、基本プラスアルファ



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－9 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３－３－(3)－イ 

未償却過去勤務債務 

残高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯総給付現価及び収入現価の算定においての先

日付の制度変更等の織り込みかたについて 

 

・原則として、財政検証の(作業)時点において認

可されている制度変更内容等は、財政検証に織

り込むこと 

 

・ただし、 

・申請中であってもその内容を織り込むこと 

又は、 

・認可がなされていてもその内容を織り込まな

いこと 

に合理的であると認められる場合には、原則に

従わないことも可とする。 

 

 

◯「未償却過去勤務債務残高」は以下より算定す

る。 

・ 原則的な償却の場合 

基準日における給与の額（注） 

  × 規約上特別掛金率（額） 

  × 残余償却年数に基づく現価率 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、加入員数の動向や将来の給与水準の

変化を見込んで特別掛金を算定している場合

は、算定時と同様の方法により未償却過去勤務

債務残高を算定する。 

 

 

・ 定額償却の場合 

規約に定めた１事業年度の特別掛金の総額 

  × 残余償却年数に基づく現価率 

 

 

 

 

 

乗率が 0.1‰である場合

等、影響が軽微な場合は、

基本プラスアルファ部分

の給付額に補正を行わな

いことも可とする。 

 

 

 

 

 

(例示) 

・認可はなされていないが、

基準日と変更日の間に財

政検証日があり、計算処理

の連続性の観点から財政

検証に変更内容を織り込

むことが好ましい場合 

 

 

 

 

 

 

・評価損償却掛金収入現価を

設定している場合は、当該

現価を含む。 

･第４－４－（5）－イの特例

掛金を設定している場合

は、当該現価を加算する。 

 

 (注) 基準日における給与

の額（賞与標準給与につい

ては、財政計算時の特別掛

金率算定と同様の取扱い

としたもの）あるいは加入

員数 

 

・財政計算時に見込んだ増

減率などの前提を変更す

ることは不可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－10 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 定率償却の場合 

前年度末未償却過去勤務債務残高（※） 

  × (1＋i) 

－ 前年度末未償却過去勤務債務残高 

× 償却割合 × (1＋i)

1
2  

( i：予定利率) 

 

（※）前年度末基準において財政計算を行って

いる場合は、当該財政計算によって算定

された未償却過去勤務債務残高とする。 

 

定率償却について 

 

・ 期中で掛金変更を行っている場合、あるい

は当該事業年度が別の償却方法による償却

を行っている場合においては、上記算式の

控除部分の式にかかわらず、理論的に見込

める額を使用する。 

 

・ 前年度末未償却過去勤務債務残高が当該事

業年度の標準掛金の総額以下となると見込

まれ、かつ当該事業年度において当該未償

却過去勤務債務残高の全部を償却する場合

は、上記算式にかかわらず当該事業年度末

の未償却過去勤務債務残高は0とする。 

 

・ 上記算式により算定して結果がマイナスと

なった場合は、未償却過去勤務債務残高は

0とする。 

 

・ 段階引上げ償却の場合 

 

Ｂ      ：基準日における給与の額（賞与標準給与

については、財政計算時の特別掛金率

算定と同様の取扱いとしたもの）あるい

は加入員数 

P(PSL)  ：基準日の翌日に適用される規約上特別掛

金率（額） 

ΔPt(PSL):基準日の翌日からt年後の規約上特別掛

金率（額）－(t-1)年後の規約上特別掛

金率（額） 

n       :残余償却年数 

a(x)    ：x 年の確定年金現価率 

v       ：1/(1+予定利率) 

 

未償却過去勤務債務残高 ＝ 

Ｂ × P(PSL) × a(n) ＋ 

ΣＢ × ΔPt(PSL) × a(n-t) × vt 
  t 

 

・この方式によると、定率

償却開始時に先の償却ス

ケジュールが決定され

る。 

 

・実際の拠出額との差は、

その年度の財政上の過不

足として認識される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4－4－(7)－ウ参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－11 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３－４ 

責任準備金 

 

 

○直前の財政計算において、次回再計算までに発

生する積立不足の予想額を計上した場合 

・前記「未償却過去勤務債務残高」に特例掛金

収入現価を加算する。 

・特例掛金収入現価は、規約上特例掛金率及び

当該特例掛金の残余償却年数に基づく現価

率を使用して算出する。 

 

 

 

 

 

○責任準備金 

責任準備金 

＝ 責任準備金（プラスアルファ部分） 

＋最低責任準備金＋最低責任準備金調整額 

 

○責任準備金（プラスアルファ部分） 

責任準備金（プラスアルファ部分） 

＝数理債務－未償却過去勤務債務残高 

 

 

 

 

○最低責任準備金調整額 

最低責任準備金調整額 

＝ 最低責任準備金 

×{（１＋Ａ）9/12×（１＋Ｂ）÷1.0723－１} 

 

Ａ：前事業年度の厚生年金運用利回り 

Ｂ：当該事業年度の厚生年金運用利回り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・未償却過去勤務債務残高に

は、代行部分に設定した特

別掛金による額も含む。 

・責任準備金（プラスアルフ

ァ部分）が負値となること

は可。 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－12 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

第３－６－（１）－① 

最低保全給付 

－ア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－イ－（ア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯「基準日」とは、財政検証日のことをいう。 

 

◯基準日において年金受給者又は受給待期脱

退者である者 

①基本部分 

基準日現在の基金規約に基づく基本部分年

金額 

②加算部分 

(ⅰ)年金受給者 

基準日において裁定済みの加算部分年金

額 

(ⅱ)受給待期脱退者 

基準日現在の基金規約に基づく加算部

分年金額 

 

◯基準日において加入員である者 

・最低保全給付は「Ａ標準退職年齢を用いる方

法」(第3-6-(1)-①-ｲ-(ｱ)の方法)、「Ｂ基準

日の翌日に加入員の資格を喪失した場合の

給付を用いる方法」(第 3-6-(1)-①-ｲ-(ｲ)の

方法)、又は「これらに準ずる方法」による

ものとし、あらかじめ規約に定める。 

 

・「これらに準ずる方法」とは上記「Ａ標準退

職年齢を用いる方法」及び「Ｂ基準日の翌日

に加入員の資格を喪失した場合の給付を用

いる方法」を組み合わせた方法をいう。組み

合わせるにあたっては、方法が異なることに

より発生する最低積立基準額の乖離に十分

留意すること。 

 

・最低保全給付の決定（各方法の選択及びＢに

おける「加入員の年齢に応じて定めた率」の

決定）は基金が主体的に行うものとする。 

 

Ａ標準退職年齢を用いる方法 

 

・ 「標準的な退職年齢（以下「標準退職年齢」

という）」について 

 

・ 標準退職年齢は、基金が決定することとなる

が、年金数理人は、基金より意見を求められ

た場合には、次の諸点を参考に意見を述べる

こと。 

 

・ 妥当と判断される標準退職年齢としては、次

のようなものが考えられること。 

ア．母体企業に定年制がある場合、その定年

年齢。 

なお、定年年齢が複数存在する場合は、過

去３ヶ年間の実績脱退者数が最多となる年

 

 

・基準日において加入員か受

給者等かの区分は、給付区

分（加算部分でグループ区

分を採っている場合を含

む）毎に取り扱う。 

 

 

 

 

・退職時裁定者で全額支給停

止の者は、受給待期脱退者

として取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例示） 

・基本部分はＡにより、加算

部分はＢによる。 

・年金給付はＡにより、一時

金給付はＢによる。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 加入員については、加入期

間、年齢及び性別によるグ

ループ計算を原則とする。

なお、加算部分のグループ

計算における男女別等の

取扱いは、通常の財政計算

の取扱いに準じて行う。 

 

 

 

・ 加算部分については、退職

年齢を加算適用を終了す

る年齢とみなして判断す

ること。 

（ただし、加算適用終了以降、

基金の加入員であるか否か



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－13 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ａ 

－ｂ 

 

 

 

 

 

 

齢若しくは基金の支給開始年齢以下の最も

高い定年年齢とする。 

イ．次の算式で計算される年齢。 

6 0
6 1

6 0+
=
∑( )/X
x

L L
ω

 

Ｌｘ：予定脱退率から得られるｘ歳の 

予定残存者数 

ウ．その他合理的な理由が存在する年齢。 

 

 

 

 

 

 

・標準退職年齢を厚生年金本体の平均支給開始

年齢を超える年齢に設定する場合には、過去

の実績退職年齢及びその将来見通しと照ら

し合わせて、齟齬が生じないように十分配慮

する必要があること。 

 

・標準退職年齢は、給付区分ごとに決めること

が出来る。 

なお、同一給付区分内での標準退職年齢の複

数使用は不可とする。 

 

・標準退職年齢の変更は原則として次の場合に

限り、変更に当たっては厚生労働省の認可が

必要となる。（規約変更を伴うため） 

 

・定年年齢の変更を行った場合。 

・ その他実績退職年齢が大幅に変動する

等合理的な理由がある場合。 

 

 

 

 

◯最低保全給付は、 

最低保全給付＝標準給付×按分率 

によるため、標準給付算定における加入期間

に応じた係数が、按分率の分母値と相殺され

る。よって、最低保全給付は以下のとおり整

理して算定するものとする。 

 

①基本部分 

標準給付算定における加入期間に応じた係

数、及び按分率算定における加入期間に応じ

て定まる係数を、 

給付乗率×加入期間月数 

とみなして算定する。 

 

（すなわち、基準日において脱退したものと

により据置率の掛かり方が

異なる場合等については配

慮すること） 

 

 

 

 

（例示） 

過去３年間の脱退実績にお

いて特定の高年齢における

脱退が顕著に現われており、

その脱退事由に継続性が認

められる等 

 

 

 

 

 

 

 

（例示） 

  基本部分・・・６２歳、 

 加算部分・・・６０歳 

・給付区分は、基本（男、女）・

加算の区分及び加算部分で

のグループ区分をいう。 

 

 

 

（例示） 

再計算作業の際、過去の退職

実績に大幅な変動が見受け

られ、この実績に基づき標準

退職年齢を見直すことを基

金が要請する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 給付乗率を含めないと、一

定以上の加入期間で給付

乗率を上昇させる制度設

計の場合、按分率を乗じた



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－14 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなして、a､ｂの区分無しに計算を行った

最低保全給付と同額となる） 

 

 

総報酬制に対応して、平成15 年 4 月 1日前

後で基準給与が変更となる場合、当該変更日

前後で「給付の型」が異なるものと整理し、

前後で別々の最低保全給付を算定する。（そ

の場合、当該変更日前の期間では「按分率＝

１」と考える。） 

 

なお、将来期間に係る代行支給義務の免除を

受けている基金にあっては、代行年金額と上

乗せ年金額に分けて算定するものとし、代行

年金額に係る按分率算定においては支給義

務免除前の加入期間月数を用いる。ただし、

当該基金で影響が軽微と認められる場合に

は、財政検証時の最低保全給付算定にあたっ

て将来期間に係る代行支給義務の免除がな

かったものとして算定することも可とする。 

 

②加算部分 

（ア）加入員のうち年金受給資格者 

・基準日における年齢が標準退職年齢以上の

者 

基準日に自己都合脱退した場合の基金規

約に基づく加算部分年金額 

 

・基準日における年齢が標準退職年齢未満の

者 

基準日に自己都合脱退した場合の基金規

約に基づく加算部分年金額 

÷ 

基準日における年齢から標準退職年齢ま

での期間で計算した基金規約上の据置乗

率 

（規約によっては、据置乗率が区分されて

いないケースもあるが、上式は標準退職

年齢から規約上の支給開始年齢までに

ついては据置率による影響が加味され

ていることを求めているものである） 

 

（イ）加入員のうち一時金受給資格者 

基準日に自己都合脱退した場合の基金規

約に基づく加算部分一時金額 

 

（ウ）その他の者 

・連合会基金規約に基づく基本加算年金相当

額の受給資格者 

基本加算年金相当額 

 

結果に不具合が生じるた

め、この点を加味したもの

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「代行年金額」とは、法第

132条第2項に係るものを

いい、「上乗せ年金額」と

は基本部分年金額から代

行年金額を控除したもの

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基準日における年齢及び標

準退職年齢が規約上の支給

開始年齢を超えており、据

置乗率が掛からない場合

は、左記において除する値

を「１」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－15 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

イ－（イ） Ｂ基準日の翌日に加入員の資格を喪失した場

合の給付を用いる方法 

○ 最低保全給付は基準日時点で退職したとし

た場合に給付される額×基準日の翌日にお

ける加入員の年齢に応じて定めた率となる。 

 

 

「加入員の年齢に応じて定めた率」の決定にあ

たって、年金数理人は基金より意見を求められ

た場合には、次の諸点を参考に意見を述べるこ

と。 

 

・支給開始年齢に達した者は「１」となるよう

に設定すること 

 

・残余財産の分配に使用することに配慮し、代

議員会等で十分検討のうえ、決定する必要が

あること 

 

・率の設定方法によっては、年金と一時金の最

低積立基準額に乖離が発生する可能性があ

ること 

 

・年金と一時金の最低積立基準額の乖離を無く

す方法としては、一時金に割引現価率を乗ず

る方法が考えられること（備考欄①参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「加入員の年齢に応じて定

めた率」について、年金、

一時金の受給資格に応じて

異なる率を定めることも可

 

 

 

 

 

 

（加入員の年齢に応じて定め

た率の例示） 

①一時金を割引いた額を最低

保全給付とする場合 

年金は１、一時金は定年

からの割引現価率（制度の

据置乗率の逆数） 

 

②加入期間を基準とする方法

年金、一時金とも（基準日

における年齢―加入年齢）

／（最終年齢―加入年齢）

と設定する。 
   X歳の率＝(X－Xe)/(Xr－Xe)

   Ｘ：基準日における年齢 

   Xe：加入年齢 

   Xr：最終年齢 

 

③給与ﾓﾃﾞﾙを基準とする方法

年金、一時金とも予定昇給

率（指数）を用いて設定す

る 

           X          Xr 
X歳の率＝Σby／Σby 

                 y = Xe       y = Xe 

   by：ｙ歳の予定昇給率 

  又は 

X歳の率＝Bx／BXr 

  Bx：x歳の予定昇給指数 

 

④年齢群団別に設定する方法

    年金、一時金とも 

    60歳:１ 

    50歳以上60歳未満:0.9 

    40歳以上50歳未満:0.8 

    30歳以上40歳未満:0.7 

    20歳以上30歳未満:0.6 

 

⑤年齢で定まる関数で設定す

る方法 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－16 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①基本部分 

 

（平均標準給与×給付乗率×加入期間月数）＊

 ×基準日の翌日における加入員の年齢 

  に応じて定めた率 

 

＊：総報酬制に対応して、平成 15 年 4 月 1

日前後で基準給与が変更となる場合、

（ ）内は当該変更日前後で別々に算定

した後、合算する。 

 

なお、将来期間に係る代行支給義務の免除を

受けている基金にあっては、代行年金額と上

乗せ年金額に分けて算定するものとし、代行

年金額の算定においては支給義務免除前の

加入期間月数を用いる。ただし、当該基金で

影響が軽微と認められる場合には、財政検証

時の最低保全給付を算定するにあたって将

来期間に係る代行支給義務の免除がなかっ

たものとして算定することも可とする。 

 

②加算部分 

・加入員のうち年金受給資格者  

基準日に自己都合脱退した場合の基金規

約に基づく加算部分年金額×基準日の

翌日における加入員の年齢に応じて定め

た率 

 

・加入員のうち一時金受給資格者 

基準日に自己都合脱退した場合の基金規

約に基づく加算部分一時金額×基準日の

翌日における加入員の年齢に応じて定め

た率 

 

最終年齢が６０歳であ 

れば0.025ｘ―0.5で 

率を設定する。 

    ｘ：基準日の翌日にお 

        ける加入員の年齢 

 

⑥最低保全給付の算定に用い

る「給付の再評価に用いる

指標の予測（再評価率）」

を用いる方法（キャッシュ

バランスプランの場合） 

「１/（１+再評価率）規約上

の支給開始年齢－現在年齢」を「加入

員の年齢に応じて定めた

率」とする旨規約に定め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「代行年金額」とは、法第

132条第2項に係るものを

いい、「上乗せ年金額」と

は基本部分年金額から代

行年金額を控除したもの

をいう。 

 

 

 

 

 

 

・据置乗率を定めて据置期間

に応じて年金額を加算す

ることとなっている場合

には当該加算は考慮しな

いものとする。 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－17 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

・その他の者（連合会基金規約に基づく基本

加算年金相当額の受給資格者） 

基本加算年金相当額×基準日の翌日にお

ける加入員の年齢に応じて定めた率 

 

 

第３－６－(1)－② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 

 

 

○給付改善等を行った場合に最低保全給付か

ら控除できる額 

 

・「給付の算定基礎に基金設立前の期間を含め

た場合又は給付改善した場合若しくは確定

給付企業年金法附則第 26 条第 1 項の規定に

基づき適格退職年金契約に係る給付の支給

に関する権利義務を承継した場合にあって

規約で定めるもの」について。 

 

・過去勤務債務の未償却分に相当する給付 

本来的には控除の対象となる個々の加入員

について把握するものであるが、個人別の把

握が困難なため、財政検証時において基金に

おける最低積立基準額を算出する過程にお

いては、控除前の最低保全給付に基づく最低

積立基準額合計額から最低保全給付から控

除できる額の現価を差し引く手順を踏むこ

とで可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給付改善等により増加する給付の額に、給付

改善以降基準日までの年数に応じて定める

額 

控除前の最低保全給付から当該控除できる

額を控除して最低積立基準額を計算するの

が原則であるが、財政検証において最低積立

基準額を算出する過程においては、控除前の

最低保全給付に基づく最低積立基準額合計

額から最低保全給付から控除できる額の現

価を差し引く手順を踏むことも可とする。 

 

 

 

・「給付改善等」：給付の算

定基礎に基金設立前の期

間を含めた場合又は給付

改善した場合。 

 

 

 

 

 

 

・ 最低保全給付にかかる未

償却分の控除額を、個々の

加入員について把握する

場合を例示すると次のと

おりとなる。 

（例示） 

最低保全給付（注１） 

×規約に定める控除の対象

となる過去勤務債務の未

償却分の合計（注２） 

÷加入員にかかる最低積立

基準額の合計 

 

（注１） 加入員にかかるも

の 

（注２） Ｓ×加入員にかか

る最低積立基準額

÷全体の最低積立

基準額 

   Sについては第3-6-(2) 

  後段参照 

 

･「最低保全給付から控除でき

る額の現価」の計算方法に

ついては第 3－6－(2)後段

参照 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－18 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

第３－６－（２） 

最低積立基準額の算定 

－ア 

 

 

○給付の額の算定において、給付の再評価又は

額の改定を行う場合の最低保全給付の算定に

おける当該再評価及び額の改定に用いる指標

 

・再評価等に用いる指標は規約に定めるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

◯以下で使用する算式における記号の説明（共

通） 

 

ｊ：「厚生年金基金令第３９条の３第３項

に規定する予定利率及び予定死亡率

を定める件（告示）」に示す予定利率

ｒ：標準支給開始年齢 

ｓ：規約上の支給開始年齢 

ｓ’：老齢厚生年金の支給開始年齢 

ｘ：計算基準日現在の年齢 

τ：標準退職年齢 

 

ｋ：ｓ’＝60の場合 

   0.875(ｘ≦60) 

   0.900(ｘ=61) 

   0.925(ｘ=62) 

   0.950(ｘ=63) 

   0.975(ｘ=64) 

   1.000(x≧65) 

  ｓ’＝61の場合 

   0.900(ｘ≦61) 

0.925(ｘ=62) 

   0.950(ｘ=63) 

   0.975(ｘ=64) 

   1.000(x≧65) 

  ｓ’＝62の場合 

   0.925(ｘ≦62) 

   0.950(ｘ=63) 

   0.975(ｘ=64) 

   1.000(x≧65) 

  ｓ’＝63の場合 

   0.950(ｘ≦63) 

   0.975(ｘ=64) 

   1.000(x≧65) 

  ｓ’＝64の場合 

   0.975(ｘ≦64) 

      1.000(x≧65) 

 

 

（例示） 

・直前の財政計算の基準日に

おいて規約に定める再評価

等に用いる指標の過去○年

間の平均値を用いる 

・加算年金の額の改定に用い

る指標の下限として規約に

定める率を用いる（設立認

可基準取扱要領第2-4(6)③

ｳにより額改定を行ってい

る場合） 

 

 

 

 

 

 

 

・「標準支給開始年齢」 

標準支給開始年齢は次のよ

うに定義する。 

 

標準支給開始年齢＝ 

Ｍａｘ（標準退職年齢、基金

規約上の支給開始年齢） 

 

・ 在職等による支給停止の状

況に関して有為な統計がと

れるまでの間は左記の率を

使用する。 

 

・当該算定式の変更は原則と

して平成 17 年度財政検証

から適用するが、平成 18

年度には0.875（政府負担

金の算定に用いる在職等

による支給停止を考慮す

るために乗じる率）が変更

となる可能性もあること

から、平成 17 年度財政検

証においては変更前の方

法とすることも可とする。

 

・当該算定式の変更により最

低積立基準額が減少するこ

ととなっても、給付減額と

はみなされない。 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－19 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

    ｓ’＝65の場合 

     1.000 

 

Ａ標準退職年齢を用いる方法 

 

①基本部分（プラスアルファ部分） 

 

［基本部分における共通の記号］ 

 

ax
j
：「厚生年金基金令第３９条の３第

３項に規定する予定利率及び予定

死亡率を定める件（告示）」に示

す予定利率及び予定死亡率で計算

された終身年金現価率（＊年据置

終身年金現価率（* a x
j
）の場合も

同様に扱う） 

 

 

 

 

 (ⅰ)年金受給者 

（x≧ｓ’の場合） 

最低保全給付×ax
j
 

－代行年金額×
j
xa ×ｋ 

（x＜ｓ’の場合） 

最低保全給付×ax
j
 

－代行年金額×
j
x|x-s a′ ×ｋ 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ)受給待期脱退者 

ア．基準日における年齢が規約上の支給開

始年齢以上の者 

（x≧ｓ’の場合） 

最低保全給付×ax
j
 

－代行年金額×
j
xa ×ｋ 

（x＜ｓ’の場合） 

最低保全給付×ax
j
 

－代行年金額×
j
x|x-s a′ ×ｋ 

イ． 基準日における年齢が規約上の支給

開始年齢未満の者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 在職老齢年金受給者につ

いては、現価率の設定に配

慮する等、合理的に算定す

ること。（加算部分も同

様） 

（例示） 

財政計算における見込みか

たに準ずる等 

 

・ 年金現価率は年6回払いの

ものを使用すること。 

 

 

 

 

・「代行年金額」とは、法第

132条第2項に係るものを

いう。 

 

・低在老との併給調整範囲を

被保険者まで拡大し、国並

みに支給停止している基

金では、K=1とすることが

できる。（当該基金がK=1

として算定式を変更する

ことは、給付減額には当ら

ない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－20 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

最低保全給付× s x x
ja−  

－代行年金額×
j
x|x-s a′ ×ｋ 

 

(ⅲ)加入員 

ア．基準日における年齢が標準支給開始年齢

以上の者 

（x≧ｓ’の場合） 

最低保全給付×ax
j
 

－代行年金額×
j
xa ×ｋ 

（x＜ｓ’の場合） 

最低保全給付×ax
j
 

－代行年金額×
j
x|s'-x a ×ｋ 

 

イ．基準日における年齢が標準支給開始年齢

未満の者 

（x≧ｓ’の場合） 

最低保全給付× r x x
ja−  

－代行年金額×
j
xa ×ｋ 

ただし、 r x x
ja− ＜

j
xa ×ｋとなる年齢に

ついては、次の算式を用いて計算するも

のとする。 

 

（最低保全給付―代行年金額）× r x x
ja−

（x＜ｓ’の場合） 

最低保全給付× r x x
ja−  

－代行年金額×
j
x|x-s a′ ×ｋ 

ただし、r x x
ja− ＜

j
x|x-s a′ ×ｋとなる年齢

については、次の算式を用いて計算する

ものとする。 

 

（最低保全給付―代行年金額）× r x x
ja−

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②加算部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・加算部分が加入員拠出に基

づいて設計されている給付

（例えば、支給率が加入員

拠出金の額に基づいて設計

されている場合等。以下、

加入員拠出に基づく給付と

いう。）を含む場合、加入

員について、規約に定めて

いる場合は例えば次の通り

にすることができる。 

①一時金受給資格者 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－21 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［加算部分における共通の記号］ 

 

n x
ja ：「厚生年金基金令第３９条の３第３

項に規定する予定利率及び予定死

亡率を定める件（告示）」に示す予

定利率、予定死亡率及び(基金)規約

上の給付設計に基づいて計算され

たｎ年据置終身年金現価率（＊年確

定年金現価率（ a j
∗ ）の場合も同

様に扱う） 

＊：（基金規約による）保証［残余］期間

 

 

 

(ⅰ)年金受給者 

 

最低保全給付×（ a j
∗ ＋* x

ja ） 

 

 

(ⅱ)受給待期脱退者 

ア．基準日における年齢が規約上の支給開

始年齢以上の者 

 

最低保全給付×（ a j
∗ ＋* x

ja ） 

 

イ．基準日における年齢が規約上の支給開

始年齢未満の者 

 

最低保全給付×（v(s x)−
× a j

∗ ＋

 加算部分の最低積立基準額

＜加入員拠出に基づく給付金

額のとき 

 加算部分の最低保全給付＝

加入員拠出に基づく給付＝加

算部分の最低積立基準額 

②年金受給資格者 

 加算部分の最低積立基準額

＜加入員拠出に基づく給付の

選択一時金額 のとき 

 加算部分の最低保全給付＝

加入員拠出に基づく給付、加

算部分の最低積立基準額＝加

入員拠出に基づく給付の選択

一時金額 

 

 

 

 

・例えば給付設計が、逓増年

金等であれば、その要素を

年金現価率に加味させる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－22 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

s+* x x
ja

－
） 

 

(ⅲ)加入員のうち年金受給資格者 

ア．基準日における年齢が標準支給開始年

齢以上の者 

 

最低保全給付×（ a j
∗ ＋* x

ja ） 

 

イ．基準日における年齢が標準支給開始年

齢未満の者 

 

最低保全給付×（
x)(rv −
× a j

∗ ＋

j
xx*+r a

－
） 

 

(ⅳ)加入員のうち一時金受給資格者 

  

最低保全給付×v( )τ −x
 

 

ｖ：１／（１＋ｊ） 

 

(ⅴ)その他の者 

・ 連合会基金規約に基づく基本加算年金相

当額の受給資格者 

 

ア．基準日における年齢が標準支給開始年

齢以上の者 

 

最低保全給付×（ a j
∗ ＋* x

ja ） 

 

イ．基準日における年齢が標準支給開始年

齢未満の者 

 

最低保全給付×（
x)(rv −
× a j

∗ ＋

j
xx*+r a

－
） 

 

 

 

 

 

・基準日における選択一時金

額との丈比べについては、

財政検証時では行わない

ことも可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

式において、 

τ― ｘ＜０の時は、 

τ― ｘ＝０とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｂ基準日の翌日に加入員の資格を喪失した場合

の給付を用いる方法 

 

①基本部分（プラスアルファ部分） 

 

［基本部分における共通の記号］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－23 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

ax
j
：「厚生年金基金令第３９条の３第３

項に規定する予定利率及び予定死

亡率を定める件（告示）」に示す予

定利率及び予定死亡率で計算され

た終身年金現価率（＊年据置終身年

金現価率（* a x
j
）の場合も同様に

扱う） 

 

 

 

 

 

(ⅰ)年金受給者 

（x≧ｓ’の場合） 

最低保全給付×ax
j
 

－代行年金額×
j
xa ×ｋ 

（x＜ｓ’の場合） 

最低保全給付×ax
j
 

－代行年金額×
j
x|x-s a′ ×ｋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ)受給待期脱退者 

ア．基準日における年齢が規約上の支給開

始年齢以上の者 

（x≧ｓ’の場合） 

最低保全給付×ax
j
 

－代行年金額×
j
xa ×ｋ 

（x＜ｓ’の場合） 

最低保全給付×ax
j
 

－代行年金額×
j
x|x-s a′ ×ｋ 

 

イ．基準日における年齢が規約上の支給開

始年齢未満の者 

 

最低保全給付× s x x
ja−  

－代行年金額×
j
x|x-s a′ ×ｋ 

 

・ 在職老齢年金受給者につ

いては、現価率の設定に配

慮する等、合理的に算定す

ること。（加算部分も同

様） 

(例示) 

財政計算における見込みか

たに準ずる等 

 

・ 年金現価率は年6回払いの

ものを使用すること。 

 

 

 

 

 

・ 「代行年金額」とは、法第

132 条第 2 項に係るものを

いう。 

 

・ 低在老との併給調整範囲を

被保険者まで拡大し、国並

みに支給停止している基金

では、ｋ＝１とすることが

できる。（当該基金が K=1

として算定式を変更するこ

とは、給付減額には当らな

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－24 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

(ⅲ)加入員 

ア．基準日における年齢が規約上の支給開始年

齢以上の者 

 

（x≧ｓ’の場合） 

最低保全給付×ax
j
 

－代行年金額×
j
xa ×ｋ 

（x＜ｓ’の場合） 

最低保全給付×ax
j
 

－代行年金額×
j
x|x-s a′ ×ｋ 

 

イ．基準日における年齢が規約上の支給開始

年齢未満の者 

 

最低保全給付× s x x
ja−  

－代行年金額×
j
x|x-s a′ ×ｋ 

 

 

②加算部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加算部分が加入員拠出に基づ

いて設計されている給付（例

えば、支給率が加入員拠出金

の額に基づいて設計されてい

る場合等。以下、加入員拠出

に基づく給付という。）を含

む場合、加入員について、規

約に定めている場合は例えば

次の通りにすることができ

る。 

①一時金受給資格者 

 加算部分の最低積立基準額

＜加入員拠出に基づく給付金

額のとき 

 加算部分の最低保全給付＝

加入員拠出に基づく給付＝加

算部分の最低積立基準額 

②年金受給資格者 

 加算部分の最低積立基準額

＜加入員拠出に基づく給付の

選択一時金額 のとき 

 加算部分の最低保全給付＝

加入員拠出に基づく給付、加

算部分の最低積立基準額＝加

入員拠出に基づく給付の選択

一時金額 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－25 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

［加算部分における共通の記号］ 

 

n x
ja ：「厚生年金基金令第３９条の３第３

項に規定する予定利率及び予定死

亡率を定める件（告示）」に示す予

定利率、予定死亡率及び(基金)規約

上の給付設計に基づいて計算され

たｎ年据置終身年金現価率（＊年確

定年金現価率（ a j
∗ ）の場合も同

様に扱う） 

＊：（基金規約による）保証［残余］期間

 

(ⅰ)年金受給者 

 

最低保全給付×（ a j
∗ ＋* x

ja ） 

 

 

(ⅱ)受給待期脱退者 

ア．基準日における年齢が規約上の支給開

始年齢以上の者 

 

最低保全給付×（ a j
∗ ＋* x

ja ） 

 

イ．基準日における年齢が規約上の支給開

始年齢未満の者 

 

最低保全給付×（v(s x)−
× a j

∗ ＋

s+* x x
ja

－
） 

 

(ⅲ)加入員のうち年金受給資格者 

ア．基準日における年齢が規約上の支給開

始年齢以上の者 

 

最低保全給付×（ a j
∗ ＋* x

ja ） 

 

イ．基準日における年齢が規約上の支給開

始年齢未満の者 

 

最低保全給付×（
x)(sv −
× a j

∗ ＋

j
xx*+s a

ー
） 

 

 

 

・例えば給付設計が、逓増年

金等であれば、その要素を

年金現価率に加味させる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基準日における選択一時金

額との丈比べについては、

財政検証時では行なわない

ことも可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－26 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

(ⅳ)加入員のうち一時金受給資格者 

  

最低保全給付 

 

(ⅴ)その他の者 

・ 連合会基金規約に基づく基本加算年金相当

額の受給資格者 

 

ア．基準日における年齢が規約上の支給開

始年齢以上の者 

 

最低保全給付×（ a j
∗ ＋* x

ja ） 

 

イ．基準日における年齢が規約上の支給開

始年齢未満の者 

 

最低保全給付×（
x)(sv −
× a j

∗ ＋

j
xx*+s a

ー
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３－６－（２） 

最低積立基準額の算定 

－ア 

（給付改善等を行った場

合に最低保全給付から

控除できる額に係る部

分の計算方法） 

 

 

◯「給付改善等を行った場合に最低保全給付か

ら控除できる額」の計算方法について 

上記により計算された最低積立基準額より

下記により計算された未償却分を控除した

額（マイナスの場合はゼロとする）を最低

積立基準額とする。 

 

 

○第３－６－（１）－②―（ア）に相当する額

を控除する場合 

 

未償却額 

＝Ｓ×（加入員にかかる最低積立基準額

／全体の最低積立基準額）

×（全体の最低積立基準額／継続基

準と同一予定利率による全体の最低

積立基準額） 

 

ただし、財政検証時における（全体の最低

積立基準額／継続基準と同一予定利率によ

る全体の最低積立基準額）については、{（1

＋i）／（１＋j）}２０（i＝継続基準の予定

利率、ｊ＝非継続基準の予定利率）の数値

を用いることも可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・左記｢最低積立基準額｣は、

第 3―6―(2)―アに係る額

（イの最低責任準備金は含

めず）で、かつ未償却分の

控除前のものを示してい

る。 

・左記算式上の「加入員」と

は、基準日における加入員

のことを言う。なお、未償

却額を控除する対象者を当

該債務の発生時における加

入員等に限定する場合に

は、実際の解散若しくは給

付減額時の未償却額と異な

る可能性があることに留意



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－27 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

ここに、 

Ｓ＝初期債務×a aN n N− /  

＋後発債務×a aN n N′− ′ ′/  

＋後発債務×a aN n N′′− ′′ ′′/  

＋・・・ 

 

初期債務：基金制度発足時（又は加算制度

導入時）における数理債務額

から適格年金等からの移行

資産を控除した額 

 

後発債務：給付改善時における数理債務増

加額から同時点での別途積

立金取崩額及び適格年金等

からの移行資産を控除した

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aN      ：Ｎ年確定年金現価率 

（使用する予定利率は、それぞれ

の債務発生時にかかる財政計

算で使用したものとする。） 

Ｎ、Ｎ’、Ｎ”：予定償却年月数 

ｎ、ｎ’、ｎ”：制度発足日又は給付改善

時からの経過年月数 

 

※ 上記Ｓは基準日における制度全体の特

別掛金収入現価を上限とする。 

 

※算定された未償却額の控除は、給付区分

（基本部分、加算部分等）毎に行う。すな

わち、それぞれの未償却額を給付区分を超

えて控除することはできない。（例えば、

加算部分だけで見ると控除額がマイナスと

なるため、このマイナス分を基本部分に充

当することはできないということ） 

 

※算定された未償却額の控除は、加入員にか

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・左記後発債務には、以下の

債務も含めることができ

る。 

事業所編入において、編入

事業所が編入日以前の期間

を通算することにより発生

する債務（なお、実際の解

散若しくは給付減額時にお

ける個人への当債務の振り

分けについては、実際の償

却方法等を配慮し決定する

こと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・弾力償却を行った場合にお

いても、弾力償却を行わな

いものとしての経過年月数

を使用する。 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－28 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

かる最低積立基準額からのみとし、受給権

者等の最低積立基準額からは控除できな

い。 

 

 ○第３－６－（１）－②―（イ）に相当する額

を控除する場合 

 

未認識額 

＝Ｓ×（加入員にかかる最低積立基準

額／全体の最低積立基準額） 

            

                                                    （注） 

ここに、S＝（初期債務×max(5-n,0)／５ 

     ＋後発債務×max(5-n’,0)／５ 

     ＋後発債務×max(5-n’’,0)／５

     ＋・・・） 

 

 

ただし、非継続基準の予定利率が上昇局面

にあるなど、基準日時点の非継続基準の予

定利率が初期債務及び後発債務算定時の非

継続基準の予定利率を大きく上回る場合に

は、初期債務及び後発債務のそれぞれにつ

いて、 

｛（１＋ｉ）／（１＋ｊ）｝20 

（ｉ＝初期債務及び後発債務算定時の非継

続基準の予定利率、ｊ＝基準日時点の非継

続基準の予定利率） 

を乗ずるなど、未認識額を過大に見込まな

いよう留意が必要である。 

なお、非継続基準の予定利率の動向によら

ず、上記調整を行うことも可とする。 

 

初期債務：基金制度発足時の最低積立基準額

後発債務：給付改善時における最低積立基

準額の増加額 

 

n、n’、n’’：制度発足時又は給付改善時

からの経過年数（１年未満切り捨て） 

 

（注）初期債務が適年移行による場合は、

下線部を「15 から平成 14 年 4 月 1

日から基準日までの年数を控除して

15で除した額」とする 

 

※算定された未認識額の控除は、給付区分（基

本部分、加算部分等）毎に行う。すなわち、

それぞれの未認識額を給付区分を超えて控

 

 

 

 

・左記｢最低積立基準額｣は、

第 3―6―(2)―アに係る額

（イの最低責任準備金は含

めず）で、かつ未認識分の

控除前のものを示してい

る。 

・左記算式上の「加入員」と

は、基準日における加入員

のことを言う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・左記後発債務には、以下の

債務も含めることができ

る。 

  事業所編入において、編入

事業所が編入日以前の期間

を通算することにより発生

する債務 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－29 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

除することはできない。（例えば、加算部

分だけで見ると控除額がマイナスとなるた

め、このマイナス分を基本部分に充当する

ことはできないということ） 

 

※算定された未償却額の控除は、原則として

加入員にかかる最低積立基準額からのみと

し、受給権者等の最低積立基準額からは控

除できない。 

 

 

第３－７－（１） 

積立上限額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○積立上限額は、以下の額とする。 

  積立上限額＝ＭＡＸ（①、②）×１.５ 

①数理債務＋代行部分の総給付現価 

－免除保険料の収入現価－政府負担金の現価

・次の要件を満たす基礎率を用いて計算された

当該事業年度の末日におけるもの 

ア.予定利率： 

当該事業年度の末日における下限予定利

率 

  イ.予定死亡率 

   ・加入員：０.０ 

・加入員であった者又はその遺族 

（障害給付金の受給権者を除く。） 

       別表２×０.９（男子）             

       別表２×０.８５（女子） 

   ・障害給付金の受給権者（加入員を除く。）

：別表２ 

  ウ.その他の基礎率 

  ・数理債務： 

前回の財政計算で用いた基礎率 

  ・代行部分の総給付現価、免除保険料の収

入現価及び政府負担金の現価： 

免除保険料の算定の基礎となる代行保険

料率の算定で用いた基礎率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・財政方式は、継続基準で採用している財政方

式を用いる。 

 

 

 

・財政検証の基準日の翌日

に免除保険料が変更される

場合は、「免除保険料」を

「変更後の免除保険料」と

読み替えて適用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・代行部分の総給付現価は、

代行保険料率算定届出書と

異なり、生年月日別の年金

支給開始年齢を考慮した額

とすることに留意するこ

と。 

・『代行保険料率の算定に

関する取扱いについて（平

成 7 年 3 月 30 日 年発第

1510号）』の（別紙）四（１）

ア（以下「丈比べの経過措

置」という。）を適用して

いる場合は、丈比べする前

の代行保険料率の算定で用

いた基礎率であることに留

意すること。 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－30 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３－７－（２） 

積立上限額に係る 

財政検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・数理債務の計算に使用する標準掛金収入現価

の標準掛金率は、規約上の標準掛金率を使用

する。 

 

・数理債務の計算における給付現価には、次回

財政再計算までに発生する積立不足の予想額

の現価は含めない。 

 

 

②最低積立基準額 

  当該事業年度の末日におけるもの 

   

 

○検証方法 

  数理上資産額＞積立上限額の場合、掛金等の

拠出制限を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○積立上限額の算定が不要の場合 

  次の場合、積立上限額を算定しないことが 

できる。 

・数理上資産額＜ 

ＭＡＸ（数理債務＋③、②）×１.５ 

 

数理債務： 

当該事業年度の末日における継続基準

の数理債務 

ただし、次回財政再計算までに発生する積立

不足の予想額を算定している場合は、当該予

想額は控除する。 

 

③代行部分の総給付現価 

－免除保険料の収入現価－政府負担金の現

価 

・免除保険料の算定の基礎となる代行保険料率

の算定で用いた基礎率（予定利率及び予定死

亡率を含む）を用いて計算された当該事業年

度の末日におけるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・掛金等 

  控除前の掛金及び 

  徴収金 
 
・給付区分特例を実施して

いる基金についても積立

上限額に係る財政検証は

制度全体で行うこと。ま

た、掛金等の控除方法（前

詰方式・元利均等方式）は

給付区分ごとに選択する

ことはできず、制度全体で

共通の控除方法とするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・財政検証の基準日の翌日に

免除保険料が変更される場合

は、「免除保険料」を「変更

後の免除保険料」と読み替え

て適用すること。 

 

・代行部分の総給付現価は、

代行保険料率算定届出書と

異なり、生年月日別の年金

支給開始年齢を考慮した額



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－31 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

 掛金等の拠出制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「過去期間代行給付現価（当該事業年度の末

日におけるもの）＜①（ただし、数理債務を除

いた額）」と判断した場合には、③を過去期間

代行給付現価の額に置き換えることができる。

 

 

○③の算定及び「過去期間代行給付現価＜①（た

だし、数理債務を除いた額）」の判断が不要

の場合 

「数理上資産額＜②×1.5」の場合は、③の算

定及び「過去期間代行給付現価＜①（ただし、

数理債務を除いた額）」の判断を不要とする

ことができる。 

 

○積立上限超過額がある場合の掛金等の控除

方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とすることに留意するこ

と。 

 

・丈比べの経過措置を適用

している場合は、丈比べす

る前の代行保険料率の算定

で用いた基礎率であること

に留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給付区分特例を実施して

いる基金は、給付区分ごと

に規則第47条の2を読み

替え適用して算定した額

（給付区分ごとの積立上

限額が給付区分ごとの資

産額を超過した額。以下、

「給付区分ごとのみなし

控除額」という。）を算定

し、当該額が零を上回る給

付区分から控除すること。

給付区分ごとのみなし控

除額が零を上回る給付区

分が複数ある場合は、当該

給付区分ごとのみなし控

除額の比率により按分し

た額を控除対象として、控

除対象給付区分ごとに控

除すること。 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－32 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

（１）掛金等の控除方法（イメ－ジ） 

 

当該事業年度の末日の属する年の翌年の4月

の掛金等の額から控除する場合 

 

① 第１号方法（前詰方式） 

ア．１回の掛金等で、控除開始時点での上回っ

た額（利息を含む）すべて控除できる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．１回の掛金等で、控除開始時点での上回っ

た額（利息を含む）をすべては控除できな

い場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 第２号方法（元利均等方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・翌々事業年度の末日までの期間において控除

・基金規則第47条の2及び3

 

 

 

・基金規則第 47 条の 2 第 1

項第1号の方法 

 

・利息相当額の計算に用いる

利率は、積立上限額の算定

に用いた予定利率 

 

 

 

 

 

 

 

 

・1 回の掛金等で控除しきれ

ない場合、2 回目の掛金等

から控除するとき、未控除

額③56 に対して利息がか

かる。 

4月分掛金等150は全て控

除される。 

・2 回でも控除しきれない場

合は、3 回目以降の掛金等

から控除する。 

  以下同様。 

 

 

 

 

 

 

・基金規則第 47 条の 2 第 1

項第2号の方法 

・控除対象②103 を、均等に

掛金等より控除する。 

・Ａ：積立上限額算定の予定

利率、 

    控除期間Ｎ、 

 払込回数ｎ回 

の確定年金現価率 

 

 

 

 

・基金規則47条の3 

積
立
金 

1000 

控除

対象

①に対する利息相当額 

（3月末）       （3月末）4月分掛金等150  

①100 
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厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－33 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

する。 

このケ－スでは、当該事業年度の末日の属す

る年の翌年の４月の掛金等の額から控除する

ため、１年間の控除期間となる。 

・毎月の掛金等より控除するが、③＞（控除前

の掛金等）の場合は、控除前の掛金等が控除

額となる。 

 

（２）控除方法 

  掛金等の控除は、規約で定めるところにより

控除する。 

・方法 

    第１号方法又は第２号方法 

・控除開始年月 

遅くとも当該事業年度の末日の属する年の

翌年の４月の掛金等の額から控除を開始す

る。 

 

・控除後の掛金等の額 

控除後の掛金等の額は、加入員が負担する

掛金等の額が事業主が負担する掛金等の

額を上回らないものであること。 

ただし、免除保険料額の合計額について

は、加入員及び事業主が、それぞれ掛金等

の半額を負担するものであること。 

・前詰方式・元利均等方式ともに、控除対象掛

金を合理的に予測し、あらかじめ控除後の掛

金を規約に定めることを原則とする。 

 

（３）控除対象掛金 

・ 標準掛金、特別掛金、特例掛金が対象となる。

また、原則として掛金等の控除は、特別掛

金あるいは特例掛金から優先して控除す

る。 

 

 

 

・一度控除すると決定した額

については、次年度の財政

検証に係らず、控除は継続

する。 

 

 

 

・控除後の掛金額が免除保険

料率相当額を下回ることも

可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３―８ 

財政検証の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯毎事業年度の末日を基準日として次の検証を

行う。 

・純資産額が責任準備金の額を下回っていない

か。 

・純資産額が最低積立基準額又は最低責任準備金

の 105％のいずれか大きい額を下回っていな

いか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・以下の各年度の末日におい

ては下記の率を最低積立基準

額に乗じて検証する。 

平成24年度末：0.92 

平成25年度末：0.94 

平成26年度末：0.96 

平成27年度末：0.98 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号Ⅰ章－34 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３―９―（２） 

年金数理人の確認 

 

◯「財政運営の健全性確保のための早期見直しの

必要性」について 

 

・積立水準の検証により、特に恒常的な不足要

因が存在するなど年金数理人が必要と認める

ときは、基金に財政運営の見直しを助言する。

 

 

◯財政検証結果の確認を行った際には、基金あて

に確認内容を所見にして提出すること。 

 

第4―1―(3)―オ、カ参照 

 

 

 

 

 

 

 

・附属明細書とは、「貸借対

照表附属書」「損益計算

書附属書」を指す。 

 


